
　　　　　　　主　　　文
１　本件控訴を棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
１　控訴人
（１）　原判決を取り消す。
（２）　被控訴人が控訴人に対し，平成１０年１１月２６日付けでした被相続人Ａ
に係る相続人Ｂ，同Ｃ及び同Ｄの滞納した各相続税の連帯納付責任額の督促処分を
取り消す。
（３）　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
２　被控訴人
主文同旨
第２　事案の概要
　本件事案の概要は，次のとおり付加・補正するほか，原判決「事実及び理由」中
「第２　事案の概要」記載のとおりであるから，これを引用する。
１　原判決３頁６行目「万」の次に「９１００」を加える。
２　同頁１１行目「１７」を「１５」に改める。
３　同６頁１２行目「梅田新道支店」の次に「（以下「三和銀行」という。）」を
加える。
４　同頁２０行目「課税価格」を「当該相続に因り受けた利益の価額」に改める。
５　同頁２１行目「原告の」から同頁２２行目「あった。」までを「被控訴人は，
同金額を前提に連帯納付金額を算出すべきであった。」に改める。
６　同頁２６行目の次に行を改めて，次のとおり加える。
　「　そして，本件は，控訴人の固有の相続税納付額についての課税価格を争点と
するものではないから，相続税法１４条１項の「控除すべき債務は，確実と認めら
れるものに限る」との要件は，相続開始時の現況ではなく，本件連帯納付責任を履
行すべき旨の督促が告知された時点において判断すべきである。」
７　同８頁９行目「できない。」の次に「仮に，延滞税を含むとしても，被控訴人
において，Ｂら３名に対する徴収手続上，原判決添付別紙１のような延納申請に対
し延納の許否等を決定するにあたり，担保の適否や延納申請者の資力の変化を判断
するなど，同申請の都度行使すべき権限を懈怠なく適切に行っていたとする事情の
ない以上，法定納期限から７年２か月以上の長期間を経過して督促された本件督促
処分のうち，徴収手続上の任務の懈怠により控訴人に対して延滞税として加算され
る金額の督促は，信義則に違反し，違法というべきである。」を加える。
第３　当裁判所の判断
　当裁判所の判断は，次のとおり付加・補正するほか，原判決「事実及び理由」中
「第３　当裁判所の判断」記載のとおりであるから，これを引用する。
１　原判決１４頁８行目「原告らは，」を「控訴人は，本件は，
自己固有の相続税の納付額について，その課税価格を争点とするものではないか
ら，相続税法１４条１項の「控除すべき債務は，確実と認められるものに限る」と
あるのは，相続開始時の現況ではなく，本件連帯納付責任を履行すべき旨の督促が
告知された時点において判断すべきものと解すべきであり，」に改める。
２　同頁９行目「主張するが，」の次に「上記判示のとおり，相続税法１４条１項
の「確実と認められる債務」とは，相続開始時の現況により，債務の存在のみなら
ず履行が確実と認められる債務をいうと解すべきであり，また，」を加える。
３　同頁１１行目「認められるところ，」の次に「前認定のような控訴人が三和銀
行に対する保証債務を履行するに至るまでの経緯に基づけば，」を加える。
４　同頁１５行目「である。」の次に「したがって，控訴人が本件相続に因り受け
た利益の価額を３億７２５０万２５３６円として，控訴人の連帯納付責任額を算出
した本件処分を違法ということはできない。」を加える。
５　同頁２１行目「である。」の次に「なお，控訴人は，本件督促処分のうち，被
控訴人の徴収手続上の任務の懈怠によって控訴人に加算される延滞税についての督
促は信義則に違反すると主張するが，本件徴収手続上被控訴人に任務の懈怠があり
延滞税として加算される金額の督促が信義則に違反すると認めるに足りる証拠はな
い。したがって，控訴人の上記主張は採用できない。」を加える。
６　同１５頁７行目「場合は，」の次に「信義則違反もしくは」を加える。
７　同頁１５行目「認められない。」の次に「また，本件延納申請変更許可処分に



つき被控訴人が重大な任務違背を行ったためＢら固有の納税義務者に対する本件相
続税等の徴収が不能に帰したと認めるに足りる証拠はなく，その他本件処分が信義
則に違反し，あるいは国税徴収権の濫用に該当すると評価しうるような事実を認め
るに足りる証拠はない。」を加える。
第４　よって，控訴人の本訴請求は，理由がないから棄却すべきであり，これと結
論を同じくする原判決は相当であって，控訴人の本件控訴は，理由がないから，こ
れを棄却することとし，控訴費用の負担について行政事件訴訟法７条，民訴法６７
条，６１条を適用して，主文のとおり判決する。
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